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１ はじめに

私が担当している生活科研究の授業

は，小学校教員をめざす学生にとっての

必修科目で，今年度は春学期が 67 名，秋

学期は 50 名の３，４年生が履修をした．

昨年度まで実施してきた授業は対面式

で，その内容は講義のほかに附属小での

授業参観，動物とのふれあい体験，大学構

内での自然調べ等であったが，今年度は

新型コロナウィルスの影響により Web

Class と Microsoft Stream によるオンデ

マンド型の授業を実施することになっ

た．

本稿では，主に昨年度まで取り組んで

きた授業における，動物飼育に関する内

容の構成，授業づくりの考え方，学生の反

応などについて具体的に述べる．

２ 動物飼育に関する内容の位置づけ

15 コマある全体の授業計画は，表１の

とおりである．授業づくりにおける基本

的な考え方は，座学としての講義を最小

限にとどめ，学生が低学年児と同じよう

に生活科の活動を行い，生活科について

体験的かつ実践的に学ぶというものであ

る．動物飼育に関する内容は「動物介在教

育の重要性」として，７コマ目に位置づけ

ている．

表１ 生活科研究の授業計画（全 15 コマ）

①シラバスの説明及び生活科の概要について（講義）  １コマ（90 分）

②生活科の教科書比較調査（グループ別の調べ活動）    ２コマ（90 分✕２）

  ③教材研究を主とする内容              ４コマ（90 分✕４）

    ・環境教育としての生活科（講義＋協議）

   ・まち探検（講義＋グループ別の探検活動）

   ・成長単元（講義＋グループ別の成長を振り返る活動）

   ・動物介在教育の重要性（講義＋ふれあい体験活動）

④授業参観と振り返り                ６コマ（90 分✕６）

   ・１年生活科「新１年生をお花で迎えよう」（参観と振り返りを１コマずつ）

   ・２年生活科「あしたへダッシュ（成長単元）」（ 〃 ）

   ・３年社会科「小金井市のまつり（社会科への発展）」（ 〃 ）

  ⑤教師に求められる資質・能力（講義＋協議）     １コマ（90 分）

  ⑥全体の振り返り・最終課題の提示（講義）      １コマ（90 分）

３ 動物介在教育に関する授業の構成

(1) 動物飼育と関連する法規

はじめに，小学校で動物飼育を行う根

拠となる（あるいは根拠となった）法規と

して小学校学習指導要領を，知っておい

たほうがよい法規として動物愛護法を取

り上げる．

小学校でチャボやニワトリが飼育され

る一つのきっかけになったのが，昭和４

３年告示の小学校学習指導要領６年理科

の内容（表２）と考えられ，まずはそれを

紹介する．



表２ 小学校学習指導要領６年理科の内容（昭和 43 年）

(２) トリの卵を暖めると，血管・心臓・目などができることを理解させる．

ア 卵は殻(から)に包まれ，胚(はい)・卵黄・卵白などがあること．

イ 卵に適当な温度や湿り気，空気を与えると，胚(はい)が育ちはじめること．

ウ 胚(はい)が育つにつれて，卵の重さが減り，内部では卵黄や卵白が使われ て，

血管・心臓・目などができること．

  

次に，小学校でうさぎやモルモットなど

が飼育されるきっかけになったのが，平

成元年に告示された生活科の学習指導要

領の内容（表３）であることを紹介する．

表３ 小学校学習指導要領生活科の内容（平成元年）

第２ 各学年の目標及び内容

１ 目 標 （第１学年，第２学年共通）

(３) 身近な社会や自然を観察したり，動植物を育てたり，遊びや生活に使うもの を

作ったりなどして活動の楽しさを味わい，それを言葉，絵，動作，劇化などにより

表現できるようにする．

２ 内 容

(５) 動物を飼ったり植物を育てたりして，それらも自分たちと同じように生命をも

っていることに気付き，生き物への親しみをもちそれを大切にすることができる

ようにする．

また，動物愛護法（総則第二条）の内容

についても，必ず触れるようにしている．

それは，小学校での動物飼育が生命尊重

の教育であり，その精神が明記されてい

るからである．動物愛護法は令和元年６

月に改正され翌２年６月に施行された．

総則の第二条の内容は，表４の通りであ

る．今回の改正により，販売前の子犬と子

猫への個体識別用マイクロチップ装着の

義務化（2022 年施行），出生後 56 日（８

週）を経過しない犬又は猫の販売等を制

限するといった８週齢規制のほか，動物

虐待に対する厳罰化などの内容が追加さ

れている．

表４ 動物愛護法総則（第二条）

動物が命あるものであることにかんがみ

，何人も，動物をみだりに殺し，傷つけ，

又は苦しめることのないようにするのみ

でなく，人と動物の共生に配慮しつつ，

その習性を考慮して適正に取り扱うよう

にしなければならない．

(2) 小学校における動物飼育の現状

小学校における動物飼育の現状につい

ては，中島由佳氏が第 21 回の全国大会で

報告した「小学校における鳥インフルエ

ンザ後の動物飼育状況－全国の小学校へ

学生によるふれあい体験



の調査結果」をもとに紹介するようにし

ている．鳥インフルエンザが発生した

2004 年以降，動物を飼育する小学校が減

少傾向にあること，最近では教員の働き

方改革推進の流れが小学校における動物

飼育にとって逆風になっていることなど

について具体例をもとに紹介している．

また，このような状況において，附属小

金井小学校では小動物を学校全体で守り

育てるためのネットワークを構築してい

ること，生き物を飼育舎などの本園から

学級のケージなどの分園へ移すことで子

どもが小動物とすすんでふれあうことの

できる環境を築いていることなどを，図

１の「小動物飼育サポートネットワーク」

を例に挙げて説明している．

図１ 小動物飼育サポートネットワーク（東京学芸大学附属小金井小学校）

(3) 小学校における動物飼育のゴール

小学校における動物介在教育と動物飼

育の取り組みについては，附属小金井小

学校１年生の生活科における学習と，高

学年の愛育委員会の活動を例に挙げて説

明している．

動物飼育の取り組みのゴールとして，

私が大切にしている考え方は以下のとお

りである．

ａ．動物を長期間飼育すると，その特性や

性格を理解することができるととも

に，動物の行動や表情を踏まえて世

話をすることの必要性に気付くこと

ができる．

ｂ．動物の特性を理解して世話すること

ができると，動物は「逃げない」「近

寄ってくる」「なつく」といった行動

を示すようになる．このような，他者

である動物への思いやりと理解から

生まれる関係の構築は，動物だけで

なく人間相互の関係にも適用でき

る．

生活科学習における１年生の主な活動

は，餌を与える，抱っこして体温や骨格を

実感する，人よりも早い心音を聴く等が

中心で，指導時間は 10 時間程度である．

うさぎとかかわるのは一時期だけなの

で，かかわりが深まるのは単元の終了後

もうさぎとのかかわりを続ける一部の児

童に限られる．しかし，愛育委員会の高学

年児童は最低でも１年間は動物の世話を

続けるので，動物とのかかわりは生活科

よりも深まる．２年間続けて愛育委員と



して熱心に活動した児童は，まちがいな

く取り組みのゴールに近づくことができ

る．      

(4) 触れ合い体験後の学生の意見

動物の扱い方や習性などについて講義

をしたあと，学生はグループごとにうさ

ぎ，チャボとふれあう体験を行い，最後に

動物飼育の意義について意見交換を行

う．小学校での動物飼育については９割

を超える学生が肯定的な立場をとる．以

下に，２名の意見を紹介する．１名は肯定

的，１名は否定的な内容であるが，学生の

意見は主にこの２つに集約される．どち

らも，複数の視点から論を立て自分の考

えを明確に述べている点は評価できる．

４ おわりに

生活科研究の授業でふれあい体験がで

きるのは，大学構内にある附属小学校で

，うさぎやチャボが愛情豊かに飼育され

ているからである．ただし，今年度のコ

ロナ禍においては対面式の授業が実施で

きなかったため，その代わりに私が自宅

で飼育しているうさぎと触れ合っている

場面を動画にして学生に視聴してもらっ

た．

これから小学校教師になる学生にはそ

れほど手間のかからないケージを使った

飼育でも構わないので，動物介在教育に

取り組んでもらいたい．私は，動物飼育

のゴールが学級経営のゴールでもあると

考えていて，動物には人と人とをつない

でくれる力があると思う．児童，教師，

保護者等が力を合わせて動物の命を守り

育てていく取り組みが，今後も広く行わ

れることを期待してやまない．

（東京学芸大学教授）

愛育委員会の高学年児童 １年生の生活科学習


